
○工事期間中は、以下①～⑤のパターンで利用制限を実施します。

※夏季繁忙期及び年末年始は規制を撤去します。

＜令和元年７月２９日～８月１０日頃まで（予定）＞ 

パターン①を実施します。 

＜令和元年８月１９日頃～９月中旬頃まで（予定）＞ 

パターン②を実施します。 

※上記着色エリアを分割して工事を行うため、お手洗い・商業施設は利用可能です。
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【別紙】

駐車場エリアの利用制限範囲について

パターン③、④、⑤は同時

期に交互に実施



＜令和元年９月中旬～令和２年２月上旬頃まで（予定）＞  

パターン③・④・⑤を交互に実施します。 

※パターン③では、既存のトレーラーますが利用不可となることから、臨時のトレーラーますを上図のＡまたはＢの位置に設ける予

定です（２台分）。

※パターン⑤では、既存の大型車ますが利用不可となることから、臨時の大型車ますを上図のＣの位置に設ける予定です（６台

分）。 


